
 安曇野市の12月定例市議会は12月

11日(水）、一般質問が行われた。この

日最後に質問した小林純子議員は「森林

を最大の資源ととらえ、松枯れ被害をも

逆手にとって循環型エネルギーの利活用

を進める施策、安曇野モデルを展開しよ

う」と呼びかけ、宮沢市長の決断を迫っ

た。 

 二日間で14議員が一般質問に立った

が、10日には松沢好哲議員が「安曇野

で松枯れ対策の大プロジェクトを」と呼

びかけ、11日には新人の竹内秀太郎議

員が「安曇野の危機。被害木の全量処理

へ事業集中せよ」と迫った。 

 小林議員は①押野周辺の松枯れ激甚地

域で実施した更新伐事業の評価と今後の

進め方 ②市の観光拠点、西山・山麓線

地域も松枯れ拡大必至。どう対処 ③薬

剤散布や焼却処分でなく安曇野の特性を

生かした対策を考えるべき、と質した。 

 宮沢市長は「松枯れ対策はきわめて重

要。県は何十年、数十億円使って取り組

み、市も数億円を投じてきたが、収まる

兆しが見えない。自然エネルギーを有効
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正と断定はできない。 

【 質 問 】業者は「県及び市に提出した書類

について、安全性には自信がある」としなが

ら、市の「行政指導ではない単なる要望」を

受けて、「補強・補正をしてもいい」と答え

ているが、業者と行政の慣れ合いのようで疑

問を感じるがどうか。 

【 市民環境部長 】確かに多少は矛盾すると

は思いうが、「改善の要望は真摯に受けとめ

たい」と言っているので、市はその言葉を信

用する。 

【 質 問 】北小倉の廃棄物処理施設の防音壁

に係って、市がとるべき適切な対応につい

て、特に行政処分や改善命令のあり方につい

てどう考えているか。 

【 市 長 】８月22日に業者に対し市の調査

結果を報告し、基準に適合するよう補強等の

改善を要望した。業者からは市の調査結果に

対する見解や、不明な点について報告があっ

た。９月３日には防音壁の改良計画の図面が

市に提出されたので、これに基いて改良・補

強の検討をしているものと考える。 

【 質 問 】市としては、改善命令ではなく要

望書という形でしか出せないというが、その

法的な根拠は。 

【 市民環境部長 】廃掃法による判断であ

る。一般廃棄物の処分業については市町村長

が許可する。施設については県知事の許可で

あるため、施設（防音壁）についての改善命

令は市ではできない。 

【 質 問 】廃掃法の第19条の３第１項や同

法施行令第３条の規定によれば、市町村も改

善命令は出せると解釈できるがどうか。ま

た、不正の手段によって許可を受けたとすれ

ば、許可の取り消しまで及ぶのではないか。 

【 市民環境部長 】そういう見解もあるが、

市としてはソフトの部分（処分業）と、ハー

ドの部分（施設）とは明確に切り分けて判断

している。また、現時点での事実を捉えて不

活用するため、天平の森に薪ボイラーを

設置した。わずかな量だが、費用対効果

を検証する。公共施設、山麓線の温浴施

設にもボイラー３機を導入する。更新伐

には地域の理解が必要。里山に関心を

持ってほしい。県が塩尻で進めているバ

イオ発電、Ｆパワープロジェクトに期待

する。早く実現してほしい」と当面の対

策を説明した。 

 小林議員は「西山は観光拠点で、東山

と異なる。どう対応するか」と聞いたの

に対し農林部長は「西山は別荘地で、所

有者不在も多い。地主との交渉、更新伐

は厳しい。緊急に区長や山林関係者を集

め、状況説明や対策を説明しなければな

らない」と多くの難問があることをを強

調。商工観光部長は「しゃくなげ荘は、

安曇野観光の玄関口。松枯れ対策で樹種

転換のモデルにしたい。しかし、別荘地

での更新伐・間伐は難しい。市独自の体

制を作らないと」とその難しさを説明。 

 小林議員は「安曇野だけでは解決困難

だからこそ、先頭に立って発信しよう。

そうすれば国・県も手を差しのべる。山

麓線周辺は別荘地で、山林とはいえ個人

の庭、市独自の補助金制度が必要。被害

木を伐って薪に作りボイラーで焚くとい

う、循環型エネルギー利用のストーリー

がしゃくなげ荘周辺で見える形にした

い。市民レベルでも、協働のまちづくり

に通ずるプロジェクトが立ち上がってい

る。ピンチをチャンスに変える。市長、

検討でなく決断を」と強く迫った。 

 宮沢市長は「各部局連携し、さらに実

効性を高める。いい方向へ持って行く」

と答弁。＊傍聴記＝横地泰英（安曇野市を考

える市民ネットワーク） 
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身近な話題・課題を持ち寄ってみんなで考え

ましょう。小林じゅん子の市政報告もありま

す。どなたもお気軽にご参加ください！ 
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訴訟費用ついに強制執行 
 

 安曇野菜園（三セク・トマト栽培施設）の

住民訴訟に係る訴訟費用が、ついに強制執行

されました。この訴訟費用請求について、小

林純子は「支払う正当性を認めない」と支払

い拒否して２年近く経過しましたが、この1

月15日に１月分の議員報酬から、相当額を相

殺されました。「相殺」ではなく「差し押さ

え」のはずですが。そもそも住民訴訟は地方

自治法に認められた市民の権利。私的・個人

的な利益を求めて住民訴訟になることはない

ので、自治体側は原告敗訴が確定しても訴訟

費用を請求しないのが通例なのですが…… 

 それにしても、安曇野菜園の問題で市は７

億円もの債権放棄（うち４億円は支払い免

除）をしているのに、１０万円の訴訟費用を

血税だと強調するのはどうかと思います。な

ぜ住民訴訟にまで発展したのか。元はといえ

ば行政の問題で、市民に非はありません。 

Ｑ.松枯れ対策を循環型エネルギー利活用につなげるために 

▼明科押野に整備した貯木場・昨年６月頃の状況 
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 穂高支所については、穂高会館内に、支所

機能と公民館機能の併設を検討して参りまし

たが、会館内に充足可能なスペースが確保で

きないことから、地域審議会の提言や総合支

所等整備検討市民会議の報告を尊重し、現地

建て替えの方向で検討を進めて参ります。 

 また、三郷支所については、合併特例債が

５年間延長されたこともあり、地域審議会な

どからの提言等を踏まえ、現在の公民館棟の

耐震工事にあわせて、その中に支所機能も一

体的に取り入れていく方向としました。 

 なお、現在の建物では、維持管理費や年間

光熱水費の支出が大き過ぎ、また、現在の支

所棟のモダンなＲ形状はスペース的に無駄が

多いため、後年度負担を考慮しながら、全面

取り壊しを行うこととし、その跡地にコンパ

クトな交流学習センターの新設を検討して参

ります。 

 さらに、堀金支所は、一階には、支所機能

とともに水道料金センターなどを配置し、二

階・三階は、地域審議会などからの提言を尊

重しながら、市民が利用しやすいスペースと

なるよう検討を進めて参ります。 

………………………………………………………… 

 種まき通信第45号を発行した現時点で、新年

度予算はまだ査定中ですが、当初予算（一般会

計）は400億円を超える見通しです。新本庁舎

に加え「しゃくなげ荘」の日帰り温浴施設への

建て替え、豊科公民館ホールや穂高会館の耐震

補強等の大規模改修工事も進行中で、合併特例

債の借り入れ額は今年度より37億円増えて

165億円になる見込み。 

 合併特例債の発行期限が５年間延長したの

は、東日本大震災の被災地の復興の助けとする

ため。安曇野市がそれに便乗するような形で

ハード事業を増やすことには反対です。国から

認められる限度額より１００億円少ない３５０

億円という利用枠のなかで借りていくから大丈

夫というのですが、それならばむしろ借金返済

が集中しないよう、5年間延長したなかで余裕

をもって計画中のハード事業を吟味したらどう

でしょうか。 

結 局のところ意見書について合意には至

ら ず、「慎 重 運 用 を 求 め る」と「廃

止・撤廃を求める」、そして「意見書提出の

必要はない（公明党）」の三つの意見がある

ことが分かった、というところでおしまいで

した。傍聴者が十数名はあったでしょうか、

おそらく肩すかしを食らった気分ではなかっ

たでしょうか。 

会 派で事前に一定の考え方にまとめてき

ているので、全協では会派代表なり一

家言ある人が発言すれば、ほかの人たちは

黙っていた方が無難。そんな雰囲気さえ感じ

られました。「正直なところ秘密保護法につ

いてはよく分からないから、会派の考えに従

う」という人もあれば、「自分は廃止を望む

が、会派にいるかぎりは妥協するしかない」

という人もあり、結局は黙っているしかな

かったのでしょうか。 

 こうなるともう、会派で否応なくまとめて

しまってからの意見交換ですから、意見交換

することによって再検討したり、気付いた

り、考えが変わったりという可能性はほとん

ど無いということになります。 

こ 
のように会派制が個々の議員活動より

も優先している安曇野市議会の現状で

は、このままいくと「議員相互の自由な討議

を尊重すること」、「議員相互間の議論を尽

くして合意形成に努める」と明記した議会基

本条例が有名無実になりかねません。そもそ

も、特定秘密保護法を云々する前に、会派内

では言論の自由はあるのでしょうか？ 

 安曇野市議会基本条例第５条は「議員は、

議会活動を行うため、会派を結成することが

できる」となっています。「会派を結成する

ことができる」ということは「会派を結成し

なくてもいい」のだということなのですか

ら、会派制の問題に早く気付いて方向転換し

ていく必要がありそうです。しかし、そうは

いっても、個々の議員の方向転換を困難にし

ているのも会派制なので、これはそう簡単な

ことではなさそうですが。 

特定秘密保護法について議員が意見交換 
～会派の縛りか自己規制か、議論は盛り上がらず～ 

安 曇野市議会では１２月１９日（木）朝

９時から、特定秘密保護法について議

員が意見交換をしました。１３日の総務委員

会で「特定秘密保護法制定をしないことを政

府に求める請願」が、その内容ではなく手続

き上の問題で不採択になったことを受けて、

「不採択は致し方ないが、請願の趣旨を生か

して市議会として意見書を出したらどうか」

ということになったからです。 

  ただ、意見書を出すにしても、「法律の慎

重な運用を求める」のか「法律の廃止」なの

か、はたまた「意見書の提出はしない」の

か、委員会だけでは決められないので全員協

議会で話し合おうということになったので

す。議会基本条例もできたことだし、議員間

討論や合意形成を丁寧にするべきという意見

もあって、すんなり「全員協議会で意見交

換」することが決まりました。 

  議会基本条例がなかったころの安曇野市議

会だったらきっと、「意見書を出すなら提案

者がそれぞれ取りまとめてくれればいい」で

終わりだったと思います。私が議員年金制度

の廃止を求める意見書提出を提案した時がそ

うでした。議会基本条例を作っておいてよ

かったと思いました。 

さ 
て、よかったなと思ったのはそこま

で。１９日の全協での意見交換は、９

時から始めた（昼まで３時間もある）のに、

１ 時 間 し た と こ ろ で「キ リ が な い か

ら・・・」と終結。私は２回発言しました

が、一度も発言しない人が半数もいるという

のに「キリがないから」と予定通り１時間で

終わりにしてしまう議長の議事進行には大い

に疑問を持ちました。 

  特定秘密保護法は一般市民からも不安や不

信の声は高く、ましてや議員にとっては一言

も二言も言いたいことはあるだろうに、この

静けさ、この熱の無さは何だろうと思いまし

た。公明、共産と無所属議員３名のほかは発

言は少なく、聞いているだけの議員がほとん

どで、意見交換とは程遠いものでした。 

５年延長 
合併特例債の発行期限 

三郷総合支所は取り壊し 

交流学習センター建設へ 

 安曇野市議会は12月定例会最終日の20日（金）、本会議を開き、議事日程の最後に特定秘密

保護法について出された議員提案を審議した。二つの意見書のうち、「適正な運用方法を早急

に検討することを求める意見書」を賛成多数で採択した。 

 増田、荻原、小林の３議員で提出した「廃止を求める意見書」は、「この法は〝何が秘密か

も秘密〟というもの。政府が秘密と判断すれば秘密。範囲は拡大され、公務員のみならず一般

市民まで処罰対象となる中身。国民主権や知る権利など基本的人権が侵される。強行採決でな

く慎重審議すべきだった。安曇野市長も深く憂慮しており、市議会は法の廃止を求める」とい

う内容。共産党の３議員も賛成に加わったが、こちらは反対多数で否決された。 

特定秘密保護法の「適正な運用方法を検討」を求める意見書採択 
～小林じゅん子は「法の廃止」を求める意見書に賛成～ 


